
   島本町ごみ集積場所の設置に関する基準 

 
令和２年９月１４日 

最近改正 令和７年４月 １ 日 
 

 
 この基準は、「ごみ集積場所」について、清潔な生活環境の保全及びごみ収集業務の安全
衛生を図るため、その設置について、必要な事項を定めるものとする。 
 
１ 定義 
 ⑴ ごみ集積場所とは、家庭系一般廃棄物の集積及び収集を行うための場所のことをいう。 
 ⑵ 本基準が対象とする開発者は、「島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する

指導要綱」（以下、「開発指導要綱」という）第２条に定める開発行為等を行うものをい

う。 
 
２ 開発者の責務 
  開発者は本基準の主旨を理解し、ごみ集積場所の設置にあたっては、これを遵守しなけ
ればならない。 

 
３ 設置義務 
 ⑴ 開発者は、次のいずれかに該当する場合には、開発行為等区域内にごみ集積場所を確

保しなければならない。 
  ア 計画区域３００平方メートル以上で計画戸数が２戸以上の開発行為等 
  イ 計画戸数が３戸以上の開発行為等 
 
 ⑵ 計画区域３００平方メートル未満で計画戸数が２戸の開発行為等 

  ア 当該開発行為等区域周辺の既存ごみ集積場所を利用することができる。ただし、開
発者は、当該既存ごみ集積場所を利用する関係住民に対し、説明・協議を十分に行い、
承諾を得た後、ごみ集積場所利用承諾届出書（様式第１号）を町に提出しなければな
らない。なお、既存住宅の建替えや増築に伴う開発行為等であって、戸数が増加しな
いものについては、ごみ集積場所利用承諾届出書（様式第１号）の提出を要しない。 

  イ 開発者は、アに規定する説明・協議の結果、既存ごみ集積場所の利用承諾が得られ
なかった場合又は近隣にごみ集積場所が存在しない場合には、開発行為等区域内にご
み集積場所を確保しなければならない。 

 
４ ごみ集積場所の構造等 
 ⑴ 戸建住宅・分譲目的の長屋住宅 
  ア 設置個所数 
    利用世帯数が概ね１５戸以内に一か所設置するものとする。 

 
  イ 設置場所 
   (ｱ) ごみ収集車が通り抜けることができる道路に面する場所又はその近辺であるこ

と。道路交通法の規定に従い、交差点の側端、道路の曲がり角、横断歩道の側端
から５メートル以内の場所は避けること。 

   (ｲ) (ｱ)で定める場所に設置することができない場合は、ごみ収集車が安全に転回で
きる空間を設けること。 



   (ｳ) ごみ収集車が容易に横付けし、安全に収集できる場所であること。 

   (ｴ) 道路とごみ集積場所の間に水路や道路側溝等があり、人や廃棄物の落下の危険
があるときは、各々の施設管理者と協議のうえ、その解消を図ること。 

 
  ウ 設置必要面積 
    別表１の通り 
 
  エ 形状 
   (ｱ) 開口部以外の三面を高さ７５センチメートル以上のブロックまたはコンクリー

トの塀で囲むこと。 
   (ｲ) 床はコンクリートとし、雨水排水のため緩やかな勾配を付けること。 
   (ｳ) 開口部及び奥行は原則１メートル以上確保すること。 
 

 ⑵ 共同住宅（別表２に規定する換算戸数が７０戸未満）、賃貸目的の長屋住宅 
  ア 設置個所数 
    別途協議するものとする。 
 
  イ 設置場所 
   ⑴ 戸建住宅・分譲目的の長屋住宅に準ずる 
 
  ウ 設置必要面積 
    別表２の専有面積区分ごとの換算戸数の合計を計画戸数とみなして、換算戸数が３

０戸までの場合は、別表１の通りとする。換算戸数が３１戸以上７０戸未満の必要面
積は、１戸あたり０.２㎡とする。 

 
  エ 形状 

   (ｱ) 開口部以外の三面を高さ７５センチメートル以上のブロックまたはコンクリー
トの塀で囲むこと。 

   (ｲ) 床はコンクリートとし、雨水排水のため緩やかな勾配を付けること。 
   (ｳ) 開口部及び奥行は最低１メートル以上確保すること。 
   (ｴ) 屋根、扉、給排水設備などの付帯設備を必要に応じて設けることができる。 

 屋根を設置する場合は、建築基準法等各種法令を順守すること。また、高さ２.
２メートル以上とし、収集作業員が立位のまま収集作業を行えるようにすること。 
 扉を設置する場合は原則として引戸とし、収集作業員が立位のまま通行できる
高さのものとすること。 
 据置型ごみストッカーを設置する場合は、原則として台所ごみを含む可燃ごみ
のみを貯留するものとし、ごみストッカー設置部分を除いたごみ集積場所の面積
を別表３以上とすること。また、前面パネルの高さが概ね６０センチメートルを
超えるものについては、パネルが収集時に容易に開閉できる構造を備えたものと

すること。 
 

 ⑶ 共同住宅（別表２に規定する換算戸数が７０戸以上） 
   原則として自動積込式貯留設備を設置するものとする。 
 
  ア 自動積込式貯留設備必要容量 

   １戸あたり０.０５㎥に別表４の調整率を乗じて算出するものとする。 



  イ ごみ集積場所必要面積 

１戸あたり０.３㎡に別表４の調整率を乗じて算出するものとする。 
 
  ウ 自動積込式貯留の設備 

・ 排出はベルトコンベヤ方式にすること。 
・ 排出口の幅はごみ収集車の投入口の幅１.４ｍ以内とし、排出口の高さはごみ収

集車の投入口の高さ（０.７ｍから０.９ｍ）に合わせて調整できるものであるこ
と。 

・ 排出操作は、誰でも簡単に操作できるものとし、排出速度を可変することができ
るようにすること。 

・ 投入口には、ごみの排出時および満杯時、故障時に対応する投入可・不可のラン
プ表示をすること。 

 

エ 自動積込式貯留の設置場所 
・ 敷地内に別棟で設置すること。 
・ 利用やごみ収集に支障のない場所、構造にすること。 
・ ごみ収集車が転回できる空間を設けること。 
 （４ｔ車、長さ７.２ｍ、幅２.２ｍ、高さ４.６ｍ、総重量７.９ｔ） 

・ 収集車が他の車両の通行等の妨げにならない場所に設置すること。 
・ 周囲に囲いや屋根を設置すること。 
・ 外部からの侵入による事故やごみの飛散等が防止できるようにすること。 
・ ドラムの稼働に伴う騒音や振動の防止対策をすること。 
・ ごみの臭気や、ごみ収集車の排気ガスを除去するための換気設備を設けること。 
・ 給排水設備を設置すること。 
・ 必要に応じ照明設備を設置すること。 

 

５ 協議等  
 ⑴ 開発者は、ごみ集積場所の設置にあたっては、事前に町とその設置場所、構造等につ

いて協議を行い、ごみ集積場所の完成後はその検査を受けて合格しなければならない。 
 ⑵ 開発者は、ごみ集積場所設置予定場所の近隣住民（特にごみ集積場所の両隣及び開口

部前方）に対し、設置に関する説明・協議を十分に行い、承諾を得た後、ごみ集積場所
設置承諾届出書（様式第２号）を町に提出しなければならない。 

 ⑶ 協議後に、ごみ集積場所の位置、構造等に変更の必要が生じた場合、開発者は速やか
に近隣住民及び町と再度協議を行わなければならない。 

 ⑷ 協議の際に必要な書類は、ごみ集積場所の付近見取り図、配置図、詳細図（平面図、
立面図）とする。 

 ⑸ 開発者は、その開発行為等区域に既存ごみ集積場所が接しており、その開発行為等の
実施に当たり支障が生じるため、当該既設ごみ集積場所の移設を求める場合は、当該既
設ごみ集積場所を利用する関係住民に対し、説明・協議を十分に行い、承諾を得た後、

ごみ集積場所移設届（様式第３号）を町に提出しなければならない。 
 ⑹ 開発者は、協議・設置にあたって、近隣住民等からの苦情、紛争、その他トラブルが

生じた場合には、開発者自ら責任をもってこれを処理・解決しなければならない。 
 
６ 日常の維持管理等  
  開発者は、住宅又は土地購入者に対し、次の内容を周知しなければならない。 
 ⑴ 戸建住宅・長屋住宅においては、ごみ集積場所を町に移管（寄附）した場合であって



も、維持管理は利用者が行い、清潔な利用とごみ出しルールを遵守すること。 

 ⑵ 共同住宅においては、所有者又は管理者がこれを維持管理し、入居者に対し清潔な利
用とごみ出しルールを遵守するよう指導すること。 

 
７ 留意事項  
 ⑴ 開発者は、ごみ収集開始希望日の７日前までに町に連絡し了承を得なければならない。 
 ⑵ 戸建住宅・長屋住宅の開発行為等に伴い設置されたごみ集積場所については、町に移

管（寄附）することができる。ただし、ごみ集積場所として町が求める必要最低限のも
の以外のものが設置されている場合や、特別な意匠を施した場合は、町へ移管（寄附）
できない場合がある。 

 ⑶ 最初の開発行為等に隣接して、同一開発者（事業を引き継いだものを含む）又は同一
土地所有者により開発行為等を行う場合は、その開発行為の完了から２年未満の場合は、
同一事業とみなし、当基準３から７までの規定を適用する。 

 ⑷ 開発者は、５⑵、⑸、⑹、６について、確約書（様式第４号）を町に提出しなければ
ならない。 

   なお、計画区域３００平方メートル以上の場合は、開発指導要綱に基づく事前協議の
際に、それ以外の場合は速やかに提出するものとする。 

 ⑸ 開発者は、この基準に定めのない事項や疑義がある場合は、あらかじめ町に協議を行
い、その指導に基づき対応しなければならない。 

 
   附 則 
（実施期日） 
１ この基準は令和２年９月１４日から施行する。 
   附 則 
（実施期日） 
１ この基準は令和４年４月１日から施行する。 

（実施期日） 
１ この基準は令和７年４月１日から施行する。 

  



 

別表１ ごみ集積場所の必要面積 

計画戸数 面積 計画戸数 面積 計画戸数 面積 

１戸 - １１戸 ５.５㎡ ２１戸 ９.７㎡ 

２戸 １.０㎡ １２戸 ６.０㎡ ２２戸 ９.９㎡ 

３戸 １.５㎡ １３戸 ６.５㎡ ２３戸 １０.１㎡ 

４戸 ２.０㎡ １４戸 ７.０㎡ ２４戸 １０.３㎡ 

５戸 ２.５㎡ １５戸 ７.５㎡ ２５戸 １０.５㎡ 

６戸 ３.０㎡ １６戸 ７.９㎡ ２６戸 １０.７㎡ 

７戸 ３.５㎡ １７戸 ８.３㎡ ２７戸 １０.９㎡ 

８戸 ４.０㎡ １８戸 ８.７㎡ ２８戸 １１.１㎡ 

９戸 ４.５㎡ １９戸 ９.１㎡ ２９戸 １１.３㎡ 

１０戸 ５.０㎡ ２０戸 ９.５㎡ ３０戸 １１.５㎡ 

 
 
別表２ 共同住宅の換算戸数 

専用面積区分 換算戸数 

６０㎡以上 １戸 

３５㎡以上 ６０㎡未満 ２／３戸 

３５㎡未満 １／３戸 

 算定個数の合計は、小数点以下切り上げとする。 

 
 
別表３ ごみストッカー設置部分を除いた最低必要面積 

計画戸数 面積 計画戸数 面積 計画戸数 面積 

１戸 - １１戸 ３.２㎡ ２１戸 ５.１㎡ 

２戸 １.０㎡ １２戸 ３.４㎡ ２２戸 ５.２㎡ 

３戸 １.０㎡ １３戸 ３.６㎡ ２３戸 ５.３㎡ 

４戸 １.２㎡ １４戸 ３.８㎡ ２４戸 ５.４㎡ 

５戸 １.５㎡ １５戸 ４.０㎡ ２５戸 ５.５㎡ 

６戸 １.８㎡ １６戸 ４.２㎡ ２６戸 ５.６㎡ 

７戸 ２.１㎡ １７戸 ４.４㎡ ２７戸 ５.７㎡ 

８戸 ２.４㎡ １８戸 ４.６㎡ ２８戸 ５.８㎡ 

９戸 ２.７㎡ １９戸 ４.８㎡ ２９戸 ５.９㎡ 

１０戸 ３.０㎡ ２０戸 ５.０㎡ ３０戸 ６.０㎡ 

 
 



別表４ 換算戸数７０戸以上の共同住宅調整率 

 

戸数 調整率 戸数 調整率 

７１～８０ ８６％ １４１～１５０ ７６％ 

８１～９０ ８４％ １５１～１６０ ７５％ 

９１～１００ ８２％ １６１～１７０ ７４％ 

１０１～１１０ ８０％ １７１～１８０ ７３％ 

１１１～１２０ ７９％ １８１～１９０ ７２％ 

１２１～１３０ ７８％ １９１～２００ ７１％ 

１３１～１４０ ７７％ ２００～ ７０％ 



様式第１号 

ごみ集積場所利用承諾届出書 

 

    年   月   日 

（あて先）島本町長 

    住所               

届出者 氏名              

    電話番号                 

 

今回、次の開発行為等により建築される住宅の居住者が、既存ごみ集積場所を利用

することについて、利用者の承諾を得ましたので届け出ます。 

 

開発行為等の 

場所 
島本町               

建築予定戸数 戸 

既存ごみ集積

場所の位置 
 別添位置図のとおり 

届出者が遵守

すべき事項 

・利用にあたり、関係住民に対し、説明・協議を十分に行うこと。 

・苦情、紛争その他トラブルが生じた場合は、届出者自らが責任を 

 もってこれを処理・解決すること。 

・開発行為等によって建築される住宅の居住者に対し、日常維持管理 

 に協力し、ごみ出しルールを遵守するように指導すること。 

利用者同意

（注） 

住所 島本町         氏名           

住所 島本町         氏名           

住所 島本町         氏名           

住所 島本町         氏名           

住所 島本町         氏名           

住所 島本町         氏名           

住所 島本町         氏名           

住所 島本町         氏名           

（注）ごみ集積場所の利用者全員に同意を得て、署名いただく必要があります。 
 



様式第２号 

ごみ集積場所設置承諾届出書 

 

    年   月   日 

（あて先）島本町長 

 

    住所               

届出者 氏名              

    電話番号                 

 

 

今回、次の開発行為等による住宅の、居住者用ごみ集積場所の設置について、周辺

住民の承諾を得ましたので、届け出ます。 

 

開発行為等の 

場所 
島本町               

建築予定戸数 戸 

新設ごみ集積

場所の位置 
 別添位置図のとおり 

周辺住民の 

同意（注） 

住所 島本町          氏名          

住所 島本町          氏名           

住所 島本町          氏名           

住所 島本町          氏名           

住所 島本町          氏名           

（注）ごみ集積場所を設置する場所の周辺住民（両隣及び開口部前方など）に同意を得て、 

   署名をいただく必要があります。 

  



様式第３号 

ごみ集積場所移設届出書 

 

    年   月   日 

（あて先）島本町長 

 

    住所               

届出者 氏名              

    電話番号                  

 

ごみ集積場所を移設し、町によるごみの収集をしていただきたいので、次のとおり

届け出ます。また、ごみ収集の円滑な業務遂行に協力し、移設に関する一切の責任を

負うことを誓約します。なお、ごみ集積場所の管理に係る近隣住民とのトラブル等に

ついては、私たちが責任をもって解決し、町に迷惑をかけることはいたしません。 

 

利用世帯数 世帯 

移設場所（注１） 島本町               

収集開始 

希望日 
年     月     日 

土地所有者 

承諾（注２） 
住所             氏名            

周辺住民の 

同意（注３） 

住所 島本町         氏名            

住所 島本町         氏名           

住所 島本町         氏名           

住所 島本町         氏名            

住所 島本町         氏名            

利用者 

同意（注４） 
別添のとおり 

（注１）ごみ集積場所位置図を添付してください。（ごみ集積場所の場所を図示すること） 

（注２）ごみ集積場所を設置する土地の所有者に承諾を得て、署名いただく必要があります。
ただし、当該土地が島本町の所有地である場合は、署名は不要です。 

（注３）ごみ集積場所を設置する場所の周辺住民（両隣及び開口部前方など）に同意を得て、
署名をいただく必要があります。 

（注４）ごみ集積場所の利用者全員に同意を得て、署名いただく必要があります。  



同 意 書 

 

 住 所 居住者等氏名  

１ 島本町  

２ 島本町  

３ 島本町  

４ 島本町  

５ 島本町  

６ 島本町  

７ 島本町  

８ 島本町  

９ 島本町  

１０ 島本町  

１１ 島本町  

１２ 島本町  

１３ 島本町  

１４ 島本町  

１５ 島本町  

１６ 島本町  

１７ 島本町  

１８ 島本町  

１９ 島本町  

２０ 島本町  

 

 



様式第４号 

確約書 

 

（あて先）島本町長 

 

 開発行為等を実施するにあたり、次の事項について、その実施を確約いたします。 

 

１ ごみ集積場所の設置にあたっては、ごみ集積場所設置予定場所の周辺住民（特に

ごみ集積場所の両隣並びに開口部前方を含む）に対して、説明・協議を十分に行い、

承諾を受けた上で設置します。 

 

２ 開発行為等区域に、近隣の既存ごみ集積場所が接し（面し）ており、その開発行

為等の実施にあたって支障が生じるため、当該既存ごみ集積場所の移設を求める場

合は、当該既存ごみ集積場所を利用する関係住民に対して、説明・協議を十分に行

い、承諾を受けます。 

 

３ ごみ集積場所の設置又は既存ごみ集積場所の移設、若しくはそれらの設置及び移

設の両方にあたって、苦情、紛争、その他トラブルが生じた場合は、開発者自らが

責任をもってこれを解決・処理します。 

 

４ 設置したごみ集積場所を町に移管したとしても、その日常の維持管理はこれを利

用する者が行い、清潔の保持に努め、ごみ出しのルールを遵守するように十分に周

知します。共同住宅等にあっては、その所有者又は管理者が日常の維持管理を行い、

その入居者に対してごみ出しのルールを遵守するよう指導します。 

 

５ ごみ集積場所の利用及びその管理に係る近隣住民からの苦情、紛争、その他トラ

ブルは、その利用者（共同住宅にあっては所有者又は管理者）が、協働し、責任を

もって処理・解決するよう、十分に周知します。 

 

 

    年  月  日 

    住所               

確約者 氏名             （自署） 

    電話番号                 

（法人の場合は記名押印でも可） 

 


